
　接種券の紛失・再発行に関するお問い合わせが増えています。２回目のワクチン接種を終えた後も、
接種済証は大切に保管してください。接種済証は、接種したワクチンの種類や接種日、使用されたロッ
トナンバーなどを証明する大切な証となります。接種券などに関するお問い合わせは、新型コロナワ
クチン対策室までお願いします。

　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、ワクチン未接種であることを理由とした不安感
の軽減などを図ることを目的に、接種費用の一部を助成します。

■ 対 象 者　市内在住の方で、コロナワクチンを 1 回も接種したことがない方 ※行政検査は対象外

■ 対象検査　令和3年8月1日（日）～12月31日（金）に実施した検査 ※保険診療の適用外で、自費診療によるもの
■ 助 成 額　上限20,000円 ※陰性証明書にかかる費用は、助成の対象外です。
■ 申請期限　令和４年１月１４日（金）まで　※郵送の場合は必着

■ 申請書類　①坂東市新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書
　　　　　 ②領収書の原本（受診者氏名、医療機関名、検査日、検査内容、料金が記載されている領収書）
　　　　　 ③助成金振込口座の確認書類（名義人と口座番号が分かる通帳やキャッシュカード）の写し
　　　　　 ※申請書は健康づくり推進課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

■ 申請の流れ　�①下表の市内実施医療機関または市外の医療機関で検査を受け、検査費用を全額お支
払いいただきます。②検査機関から結果が届きます。③申請期限までに、健康づくり推
進課に申請書類を提出してください（郵送可）。④審査後、助成金交付決定通知書が届き、
後日、助成金が入金されます。

実施医療機関
石塚医院�※1 0297（35)1161 高橋医院 0297（35)1026 木根淵外科胃腸科病院 0297（35)3131
天王前クリニック 0297（38)1711 清水丘診療所�※2 0280（88)1014 ホスピタル坂東 0297（44)2000

存身堂医院 0297（35)1011 緑野クリニック 0297（30）3311

問健康づくり推進課　☎0297（35）3121

　9月30日までの長期間にわたり、営業時間短縮要請にご協力いただきありがとうございました。ご
協力をいただいた事業者には、茨城県から協力金が支給されます。

■ 対象業種　全ての飲食店（食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者）
　　　　　　 ※通常午後8時から午前5時の間に営業を行っていた飲食店
　　　　　　 ※いばらきアマビエちゃんに登録し感染対策を実施していること
　　　　　　 ※テイクアウト、デリバリー、コンビニなどのイートインは要請の対象外

■ 要請期間　7 月 30 日（金）～ 9 月 30 日（木）

■ 要請内容　次の期間で要請内容が違いますのでご注意ください

　　　　　�◦7 月 30 日（金）～ 8 月 7 日（土）　午後8時から午前5時の営業自粛
　　　　　　��（酒類の提供は午後7時まで）

　　　　　�◦8 月 8 日（日）～ 9 月 30 日（木）　午後8時から午前5時の営業自粛
　　　　　　��（酒類の提供（持ち込みを含む）およびカラオケ設備の利用は終日停止）

■ 申請方法　電子申請または書面郵送にて申請してください

■ 申請期限　令和 3 年 11 月 30 日（火）まで

問・送付先　〒310-8555　茨城県水戸市笠原町978-6
　　　　　　茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口 宛
　・電話相談窓口　☎029（301）5393（平日の午前9時～午後5時）

ワクチン接種を終えた方へ

PCR検査費用の一部を助成します（市）

営業時間短縮要請に係る協力金（県）時短要請対象の
飲食店向け

電子申請は　
こちら▶

支給額など　
くわしくはこちら▶

※1�検査は月・火・木・金の午前のみ
※2�検査は月・火・水のみ

（必ず電話で予約をしてください）
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